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令令和和３３年年個個人人情情報報保保護護法法改改正正にに基基づづくく条条例例改改正正後後のの地地方方公公共共団団体体のの

個個人人情情報報にに関関すするる審審議議会会のの実実情情とと問問題題点点

（（RReecceenntt  TTrreenndd  ooff  PPrriivvaaccyy  CCoouunncciill  iinn  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  
～～UUnnddeerr  AAcctt  oonn  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPeerrssoonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  22002211  rreevviissiioonn））  

森田明（情報問題対策委員会有志）

第第１１  本本稿稿のの趣趣旨旨  

１ 経緯 

 本稿は、神奈川県弁護士会情報問題対策委

員会（以下「当委員会」という。）の有志によ

る、専門実務研究第 16号収載の「地方公共団

体の個人情報保護に関する審議会の実情と今

後～令和 3 年個人情報保護法改正を踏まえ

て」（以下、「先行論文」という。１）の続編

である。 

 先行論文は、令和 3年個人情報保護法改正

により、個人情報保護条例の画一化が進み、

従来大きな役割を果たしていた地方公共団体

の個人情報保護審議会（以下、単に「審議会」

ということがある。）の役割が大きく制約され

ようとしている中で、神奈川県内の個人情報

保護審議会の実情を調査し、法改正後の審議

会の在り方について若干の提言をしたもので

ある。２ 

先行論文は 2022年（令和 4年）2月に公表

されたが、その後令和 5年 4月の改正法施行

に向けて、令和 4年 12月前後に条例改正（従

前の条例を改正したところのほか、旧条例の

廃止・新条例の制定としたところもあるが、

以下いずれについても新しい条例を「改正条

例」という。）が進められ、令和 5年 4月まで

に改正条例の施行に至っている。そこで、当

委員会では、改正後の条例の運用状況につい

て調査すべく、令和 6年 3月から 9月までの

当委員会の会議の中で審議会に関与している

委員から報告を受けた。本稿はこれを基に、

令和 3年法改正及びそれに基づく条例改正が

個人情報保護審議会の運用にどのような影響

を及ぼしたかを分析し、問題点を指摘するも

のである。 

なお、報告者は次のとおりである。 

3月 斎藤宙也会員 茅ヶ崎市、 

森田明会員 逗子市 

4月 飯島奈津子会員 藤沢市 

5月 森田明会員 神奈川県後期高齢者医療

広域連合 

6月 森田明会員・斎藤宙也会員 神奈川県 

7月 中村俊規会員 横浜市、 

福田英訓会員 鎌倉市 

9月 山辺直義会員 箱根町、清川村、寒川

町、東京都世田谷区 

 本稿は、当委員会における報告及び検討を

もとに、森田がとりまとめたものである。 

２ 個人情報保護委員会による改正法の解釈 

各審議会の紹介に先立ち、令和 3年個人情

報保護法改正により設けられた個人情報保護

審議会に関する規定（129 条）及び個人情報

保護委員会による解釈を紹介する。 

（１）令和 3年改正後の個人情報保護法の審

議会に関する規定 

地方公共団体の機関は、条例で定めるところ

により、第三章第三節の施策を講ずる場合その

他の場合において、個人情報の適正な取扱いを

確保するため専門的な知見に基づく意見を聴

くことが特に必要であると認めるときは、審議

会その他の合議制の機関に諮問することがで

きる（法 129条）。 

（２）「個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（行政機関編） 令和 4年 1
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月（令和 5年 12月一部改正） 個人情報保護

委員会」（以下、「ガイドライン」という。） 

「特に必要な場合」とは、個人情報保護制度

の運用やその在り方についてサイバーセキュ

リティに関する知見等の専門的知見を有する

者の意見も踏まえた審議が必要であると合理

的に判断される場合をいう。（ガイドライン 70

頁） 

個人情報の取得、利用、提供、オンライン結

合等について、類型的に審議会等への諮問を要

件とする条例を定めてはならない。令和 3年改

正法では、社会全体のデジタル化に対応した個

人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏

まえて、地方公共団体の個人情報保護制度につ

いても、法の規律を適用して解釈を委員会が一

元的に担う仕組みが確立されたところ、地方公

共団体の機関において、個別の事案の法に照ら

した適否の判断について審議会等への諮問を

行うことは、法の規律と解釈の一元化という令

和3年改正法の趣旨に反するものである。なお、

法及びガイドライン等の適正な運用をもって

個人情報の保護が図られることとなることに

加え、地方公共団体は、法第 166条の規定に基

づき、専門性を有する委員会に助言を求めるこ

とも可能であることから、個別の事案について

重ねて審議会等の意見を聴くことが必要とな

る場面は少なくなると考えられる。（ガイドラ

イン 70～71頁） 

このガイドラインの 1頁には、「本ガイドラ

インのうち、地方公共団体に適用される部分

については、地方公共団体に対する技術的な

助言としての性格を有するものである。ただ

し、本ガイドラインの中で、「しなければなら

ない」、「してはならない」及び「許容されな

い」と記述している事項については、地方公

共団体の機関及び地方独立行政法人について

も、これらに従わなかった場合、法違反と判

断される可能性がある。」との記載がある。こ

の種のガイドラインは地方自治法 245条の 4

に定める技術的助言に該当するもので、それ

以上のものではないことは当然であるにもか

かわらず、従わなければ法違反であるかのよ

うな威嚇的な表現をしていることが注目され

る。地方公共団体にとってはガイドライン自

体が強い縛りとなった。３ 

（３）「個人情報の保護に関する法律について

の Q&A（行政機関編） 令和 4年 2月（令和 6

年 3月一部更新） 個人情報保護委員会事務

局」（以下、「Q&A」という。） 

以下の引用では、A のみで趣旨がわかる場

合、Qは省略した。 

A7-1-1「個人情報の適正な取扱いを確保す

るため専門的な知見に基づく意見を聴くこと

が特に必要があると認めるとき」とは、単に

諮問をする必要があるというだけでなく、例

えば、以下の場合が想定されます。 
・定型的な案件の取扱いについて、専門的知

見に基づく意見を踏まえて国の法令やガイド

ラインに従った運用ルールの細則を事前に設

定しておくことで個人情報の適正かつ効果的

な活用が図られる場合 
・地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特

殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護

に関する施策を実施する場合で、地域の代表

者や有識者等からの意見を聴取することが特

に必要である場合 
・法施行条例の改正（法に委任規定のあるも

の等）に当たり、地域の代表者や有識者等か

らの意見を聴取することが特に必要である場

合 
なお、いわゆる「オンライン結合制限」や

目的外利用制限などに関する規律として、個

別案件における個人情報の取扱いについて、

類型的に審議会等への諮問を行うべき旨を法

施行条例で定めることは認められません。一

方で、特定個人情報保護評価に関する規則（平

成 26年特定個人情報保護委員会規則第 1号）

第 7 条第 4 項に基づき審議会等に意見を聴く

場合等、法第 129 条の規定に関わらず、個人

情報保護法以外の法令に基づき、審議会等に

対し意見を聴くことは妨げられません。（令和

4年 4月追加） 
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月（令和 5年 12月一部改正） 個人情報保護

委員会」（以下、「ガイドライン」という。）

「特に必要な場合」とは、個人情報保護制度

の運用やその在り方についてサイバーセキュ

リティに関する知見等の専門的知見を有する

者の意見も踏まえた審議が必要であると合理

的に判断される場合をいう。（ガイドライン 70

頁）

個人情報の取得、利用、提供、オンライン結

合等について、類型的に審議会等への諮問を要

件とする条例を定めてはならない。令和 3年改

正法では、社会全体のデジタル化に対応した個

人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏

まえて、地方公共団体の個人情報保護制度につ

いても、法の規律を適用して解釈を委員会が一

元的に担う仕組みが確立されたところ、地方公

共団体の機関において、個別の事案の法に照ら

した適否の判断について審議会等への諮問を

行うことは、法の規律と解釈の一元化という令

和3年改正法の趣旨に反するものである。なお、

法及びガイドライン等の適正な運用をもって

個人情報の保護が図られることとなることに

加え、地方公共団体は、法第 166条の規定に基

づき、専門性を有する委員会に助言を求めるこ

とも可能であることから、個別の事案について

重ねて審議会等の意見を聴くことが必要とな

る場面は少なくなると考えられる。（ガイドラ

イン 70～71頁）

このガイドラインの 1頁には、「本ガイドラ

インのうち、地方公共団体に適用される部分

については、地方公共団体に対する技術的な

助言としての性格を有するものである。ただ

し、本ガイドラインの中で、「しなければなら

ない」、「してはならない」及び「許容されな

い」と記述している事項については、地方公

共団体の機関及び地方独立行政法人について

も、これらに従わなかった場合、法違反と判

断される可能性がある。」との記載がある。こ

の種のガイドラインは地方自治法 245条の 4

に定める技術的助言に該当するもので、それ

以上のものではないことは当然であるにもか

かわらず、従わなければ法違反であるかのよ

うな威嚇的な表現をしていることが注目され

る。地方公共団体にとってはガイドライン自

体が強い縛りとなった。３

（３）「個人情報の保護に関する法律について

の Q&A（行政機関編） 令和 4年 2月（令和 6

年 3月一部更新） 個人情報保護委員会事務

局」（以下、「Q&A」という。）

以下の引用では、A のみで趣旨がわかる場

合、Qは省略した。

A7-1-1「個人情報の適正な取扱いを確保す

るため専門的な知見に基づく意見を聴くこと

が特に必要があると認めるとき」とは、単に

諮問をする必要があるというだけでなく、例

えば、以下の場合が想定されます。

・定型的な案件の取扱いについて、専門的知

見に基づく意見を踏まえて国の法令やガイド

ラインに従った運用ルールの細則を事前に設

定しておくことで個人情報の適正かつ効果的

な活用が図られる場合

・地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特

殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護

に関する施策を実施する場合で、地域の代表

者や有識者等からの意見を聴取することが特

に必要である場合

・法施行条例の改正（法に委任規定のあるも

の等）に当たり、地域の代表者や有識者等か

らの意見を聴取することが特に必要である場

合

なお、いわゆる「オンライン結合制限」や

目的外利用制限などに関する規律として、個

別案件における個人情報の取扱いについて、

類型的に審議会等への諮問を行うべき旨を法

施行条例で定めることは認められません。一

方で、特定個人情報保護評価に関する規則（平

成 26年特定個人情報保護委員会規則第 1号）

第 7 条第 4 項に基づき審議会等に意見を聴く

場合等、法第 129 条の規定に関わらず、個人

情報保護法以外の法令に基づき、審議会等に

対し意見を聴くことは妨げられません。（令和

4年 4月追加）

Q7-1-2 Q7-1-1 の回答にある「定型的な案

件の取扱いについて、国の法令やガイドライ

ンに従った運用ルールの細則を事前に設定し

ておくことで個人情報の適正かつ効果的な活

用が図られる場合」として、例えば、法第 69

条第 2項第 2号及び第 3号に規定する「相当

の理由があるとき」に該当するか否かについ

て、「典型的な事例」について審議会へ諮問し、

審議会から答申を得ることは含まれるか。  

A7-1-2 法第 69条第 2項第 2号及び第 3号

に規定する「相当の理由があるとき」に如何

なる事例が該当するか否かについては、これ

らの条項の法解釈に関する事項であり、法第

129条に規定する「個人情報の適正な取扱いを

確保するため専門的な知見に基づく意見を聴

くことが特に必要であると認める場合」には

該当しません。Q7-1-1 の回答にある「運用ル

ールの細則」については、例えば、法令やガ

イドライン、事務対応ガイドに従いつつ、専

門的知見に基づく意見を踏まえて、法第 62条

に基づく利用目的の明示の具体的方法、法第

65 条に基づく正確性の確保のための方策、法

第 66条に基づく安全管理措置の具体的手法、

法第 69条第 2項第 1号に基づく本人同意の取

得方法等に関する運用ルールを策定する場合

が考えられます。 

A7-1-3 法第 129 条は審議会等に対して地

方公共団体の機関が行う諮問について規定す

るものであり、地方公共団体が附属機関等と

して設置する審議会等が自発的に行う調査、

審議又は意見陳述を妨げるものではありませ

ん。ただし、地方公共団体が調査等を受ける

ことを事実上の要件としたり、審議会の意見

を尊重することを義務として定めるような法

施行条例の規定を設けることはできない点に

留意する必要があります。 

A7-1-4 法第 129 条の規定に基づく審議会

等への諮問については、「個人情報の適正な取

扱いを確保するため専門的な知見に基づく意

見を聴くことが特に必要であると認めると

き」に行うことができることとされており、

諮問事項についての専門的な知見を有さない

住民代表のみで構成された審議会等に対して

諮問を行うことは、本条の規定の趣旨に反し、

認められません。一方で、地方公共団体が審

議会等の場を活用して、専門的な意見に対す

る住民の反応を確認する趣旨で住民代表から

の意見を聞くこと自体は妨げられるものでは

なく、このような趣旨で専門的知見を有する

構成員と住民代表たる構成員により審議会等

を構成することも妨げられません。 

A7-1-5 「審議会その他の合議制の機関」

とは、地方公共団体が条例で定めるところに

より、執行機関の附属機関として設置する機

関（地方自治法第 138条の 4第 3項）であり、

具体的には、令和 3 年改正法の全面施行前の

条例に基づき、各地方公共団体で個人情報保

護制度について諮問を受けている個人情報保

護審議会等の機関を想定しています。また、

審査請求の審査を行う個人情報保護審査会が

当該機関の役割を担うことも想定されます。

（令和 4年 4月追加） 

 Q&A はガイドラインの解説であり、個人情

報保護委員会の事務局が作成したものであっ

て、地方公共団体に対しては技術的助言以下

のものであるにもかかわらず、これも大きな

影響力を持った。 

３ 先行論文における問題意識 

先行論文では、それまでの審議会の運用状

況と、改正法に基づき審議会の活動を制限し

ようとする個人情報保護委員会の考え方を踏

まえて、今後の審議会の在り方について次の

ような問題提起をした（先行論文第 4）。 

（１）審議会の構成 

 狭い意味での専門的知見を持つ者のみで構

成することなく、住民の中で個人情報が用い

られる分野についての知識、経験がある者も

含めて構成すべきである。基本的に現在の審

議会の委員の構成を変える必要はない。 

（２）審議会の運営、公開性 

 多彩な立場からの委員により構成される審

議会で議論すること自体が公開性に資する。
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会議の公開、答申、（逐語訳的に作成した）議

事録、審議資料の公表をより徹底し、審議会

で議論する事項を広く認めることにより、個

人情報に関する政策決定の透明化を進めるべ

きである。 

（３）審議事項 

ア 地方公共団体の審議会で審議すべき事項

については当該地方公共団体が自ら定める

べきことであり、個人データの流通をこと

さら阻害するものでないならば、法律によ

って制限する合理性はない。むしろ地方公

共団体の具体的な状況を踏まえた審議会で

の議論こそ適正なデジタル社会推進にとっ

ても有益である。こうした審議会の役割に

照らせば、審議事項についての「専門的な

知見に基づく意見を聴くことが特に必要な

とき」という要件の範囲は柔軟に解釈すべ

きで、当該地方公共団体の方針を尊重すべ

きである。

イ 「最終報告」のいう、「定型的な事例につ

いての事前の運用ルールの検討を含めた地

方公共団体等における個人情報保護制度の

運用やその在り方についての調査審議」に

ついては、改正法の下でも今後も審議会の

役割が認められるというべきである。

ウ 従来審議会の機能として大きな比重を占

めてきた、個人情報取扱に関する規制の例

外を認めるかについて審議することについ

て、「規律の在り方」（「公的部門（国の行政

機関、地方公共団体等）における個人情報

保護の規律の考え方」令和 3年 6月 個人

情報保護委員会）では否定的であるが、こ

れまでの実績を踏まえるならばこれを一律

に否定することは妥当ではない。附帯決議

も含めた改正の経過、改正法 5条の趣旨に

照らしても、運用実績のある地方公共団体

においては、本人外収集、要配慮個人情報

の収集、目的外利用・提供、オンライン結

合等について、原則として制限し、例外に

ついて審議会に諮問する仕組みを維持する

ことを認めるべきである。 

（４）個人情報保護制度とは別の審議機関に

よる対応 

法令に提供を求める根拠があるが、提供を

強制されるものではない場合に、個人情報を

提供すべきかについては、個人情報保護制度

における禁止の例外に該当するかとは別に、

提供が適切かの政策判断が求められることに

なるので、個人情報保護制度上の審議会でこ

うした議論ができないのであれば、別の第三

者機関を設けるべきである。こうした機関の

設置については、改正法による規制は及ばな

い。

 本稿では、これら先行論文の指摘事項を念

頭に置きつつ、改正条例に基づく審議会の運

用は、実際、どうなっているのかを紹介し、

検討する。

 なお、先行論文と同様、対象となる地方公

共団体の選択は当委員会で報告いただける委

員がいるかによるもので、網羅的ではないし

意図的に選んだものでもない。また、各地方

公共団体の報告の視点についてはばらつきが

あるため、必ずしも統一的な記載になってい

ない。さらに、各地方公共団体についての報

告や本稿における検討は、各報告者及び執筆

者の所属する審議会の見解ではないことを念

のためお断りしておく。

第第２２  条条例例改改正正後後のの個個人人情情報報保保護護審審議議

会会のの運運用用状状況況  

条例改正前の運用状況（諮問案件の内容等）

については、一部は以下の報告に含まれてい

るが、先行論文において詳しく紹介している

のでここでは簡略にした。

 また、大項目は共通にしたものの、各報告

者の報告内容をベースにしたため、統一性を

欠くものになっているが、各審議会の活動状

況や報告者の関心のある分野が率直に表れて

いるためでもあるのでご容赦いただきたい。

１ 神奈川県 

（１）名称 
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会議の公開、答申、（逐語訳的に作成した）議

事録、審議資料の公表をより徹底し、審議会

で議論する事項を広く認めることにより、個

人情報に関する政策決定の透明化を進めるべ

きである。 

（３）審議事項 

ア 地方公共団体の審議会で審議すべき事項

については当該地方公共団体が自ら定める

べきことであり、個人データの流通をこと

さら阻害するものでないならば、法律によ

って制限する合理性はない。むしろ地方公

共団体の具体的な状況を踏まえた審議会で

の議論こそ適正なデジタル社会推進にとっ

ても有益である。こうした審議会の役割に

照らせば、審議事項についての「専門的な

知見に基づく意見を聴くことが特に必要な

とき」という要件の範囲は柔軟に解釈すべ

きで、当該地方公共団体の方針を尊重すべ

きである。 
イ 「最終報告」のいう、「定型的な事例につ

いての事前の運用ルールの検討を含めた地

方公共団体等における個人情報保護制度の

運用やその在り方についての調査審議」に

ついては、改正法の下でも今後も審議会の

役割が認められるというべきである。 
ウ 従来審議会の機能として大きな比重を占

めてきた、個人情報取扱に関する規制の例

外を認めるかについて審議することについ

て、「規律の在り方」（「公的部門（国の行政

機関、地方公共団体等）における個人情報

保護の規律の考え方」令和 3年 6月 個人

情報保護委員会）では否定的であるが、こ

れまでの実績を踏まえるならばこれを一律

に否定することは妥当ではない。附帯決議

も含めた改正の経過、改正法 5条の趣旨に

照らしても、運用実績のある地方公共団体

においては、本人外収集、要配慮個人情報

の収集、目的外利用・提供、オンライン結

合等について、原則として制限し、例外に

ついて審議会に諮問する仕組みを維持する

ことを認めるべきである。 

（４）個人情報保護制度とは別の審議機関に

よる対応 

法令に提供を求める根拠があるが、提供を

強制されるものではない場合に、個人情報を

提供すべきかについては、個人情報保護制度

における禁止の例外に該当するかとは別に、

提供が適切かの政策判断が求められることに

なるので、個人情報保護制度上の審議会でこ

うした議論ができないのであれば、別の第三

者機関を設けるべきである。こうした機関の

設置については、改正法による規制は及ばな

い。 
 本稿では、これら先行論文の指摘事項を念

頭に置きつつ、改正条例に基づく審議会の運

用は、実際、どうなっているのかを紹介し、

検討する。 
 なお、先行論文と同様、対象となる地方公

共団体の選択は当委員会で報告いただける委

員がいるかによるもので、網羅的ではないし

意図的に選んだものでもない。また、各地方

公共団体の報告の視点についてはばらつきが

あるため、必ずしも統一的な記載になってい

ない。さらに、各地方公共団体についての報

告や本稿における検討は、各報告者及び執筆

者の所属する審議会の見解ではないことを念

のためお断りしておく。 
 
第第２２  条条例例改改正正後後のの個個人人情情報報保保護護審審議議

会会のの運運用用状状況況  

 

条例改正前の運用状況（諮問案件の内容等）

については、一部は以下の報告に含まれてい

るが、先行論文において詳しく紹介している

のでここでは簡略にした。 
 また、大項目は共通にしたものの、各報告

者の報告内容をベースにしたため、統一性を

欠くものになっているが、各審議会の活動状

況や報告者の関心のある分野が率直に表れて

いるためでもあるのでご容赦いただきたい。 
１ 神奈川県    

（１）名称 

 

 神奈川県情報公開・個人情報保護審議会 

（２）構成 10名（学識経験者 7名、県民代

表 3名（弁護士、マスコミ、社会福祉協議会））  

 任期 2年  

（３）開催状況・審議内容     

ア 令和 5年度 

第 1回 令和 5年 8月 14日  

令和 5年度はこの 1回のみ 

議題・特定個人情報保護評価の実施状況、

評価の再実施の報告 

  ・住基ネット事務に関する特定個人情

報保護評価（全項目評価、95頁） 

  ・住基ネットのセキュリティ対策の措

置状況等の報告 

  ・学校と警察との情報連携制度の運用

状況の報告 

  ・前年度情報公開・個人情報保護制度

の運用状況についての報告 

   ・個人情報ファイル簿・個人情報事務

登録簿の作成等についての報告 

なお、個人情報ファイル簿は 416件、ファ

イル簿の対象外となる分については従来通り

個人情報事務登録簿を作ることとなったがこ

れは 5094件で、法定のファイル簿だけでは不

十分であることが明らかに。 

他に、条例改正後の審議会の役割（権限）

についての一覧表が配布された。神奈川県で

は、条例改正に関する答申で、従来の運用を

後退させないことを強調した。それを受けて

新条例下の運用を説明するため（大部分は従

来と変わらない運用が可能というため）にこ

の一覧表を作った模様。 

イ 令和 6年度  

 5月 27日と 10月 7日に実施（令和 6年 11

月末までに） 

第 1回 令和 6年 5月 27日 

議題・会長及び副会長の選出について（審

議）  

・情報公開・個人情報保護審議会の運

営について（審議）  

・特定個人情報保護評価書に係る報告

について（2件）（報告）  

・神奈川県県営住宅の管理に関する事

務  

・国家戦略特別区域法による国家戦略

特別区域限定保育士の登録に関する

事務  

・学校と警察との情報連携制度の運用

状況について（報告）  

・住民基本台帳法施行条例の一部改正

及び基準の整理について（報告）  

・住民基本台帳法施行条例に規定する

事務の追加について（諮問）  

・住民基本台帳ネットワークシステム

のセキュリティ対策の措置状況及び

遵守状況について（報告）  

・個人情報ファイル簿・個人情報事務

登録簿の作成等の概要について（報

告）  

・令和 5年度の個人情報保護法に基づ

く新たな運用の実施状況について

（報告）  

第 2回 令和 6年 10月 7日 

議題・住民基本台帳法施行条例に規定する

事務の追加について（諮問）  

・「肝炎治療医療費の給付に関する事

務」における特定個人情報保護評価

書に係る報告について（報告）  

・令和 5年度特定個人情報保護評価の

実施状況及び特定個人情報保護評価

の一定期間経過後の評価の再実施に

ついて（報告） 

・個人情報ファイル簿・個人情報事務

登録簿の作成等の概要について（報

告）  

・令和 5年度情報公開・個人情報保護

制度の運用状況について（報告）  

・「不適正な大量請求に対する取扱い要

綱」の見直しについて（報告）  

・その他（委員からの問題提起等） 

（４）特徴、問題点等 

ア 開催回数について、従来、年度あたり原
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則 6回、実際には 4、5回行っていたが、令

和 5年度は初回が 8月で、この 1回のみと

なった。令和 6年度は 10月までに 2回開催

されているが、条例改正前に比べれば激 

減である。審議事項も案件数は少なくない

が、従来諮問が必要であったものが報告に

なっている。 

イ 会議はウェブ併用の形で、会議室でも開

催しているので傍聴は可能である。 

ウ 神奈川県は、逐語訳の議事録、配布資料

をすべてウェブで公開している。ただしこ

の公表は 2年分のみである。重要な答申等

はその後も読めるようになっているとのこ

とであるが、改善の余地はあろう。 

２ 横浜市 

（１）名称 横浜市個人情報保護審議会 

（２）構成 7名（弁護士 2名、学識経験者 5

名） 任期 2年 

条例改正前は 9名（弁護士 2名、学識経験

者 6名、人権擁護委員 1名）  

（３）開催状況 

ア 回数 令和 5年度は年 9回  

イ 新型コロナの感染拡大状況の下、令和 2

年度以降、ウェブ会議方式を採用し現在に

至る。 

ウ 審議会情報の公開について 横浜市のホ

ームページに、審議会会議録及び審議会答

申が公開されている。審議資料については

公開されていない。  

エ 主な審議事項（令和 5年度合計６件） 

・特定個人情報ファイルの保有の開始又は

重要な変更（横浜市個人情報の保護に関

する条例（以下この項で「条例」という。）

9条 1項） 

・その他個人情報の保護に関する重要な事

項について、市から諮問を受けたとき（条

例 9条 2項）  

オ 主な報告事項  

① 個別報告 

 所管課長から直接説明を受ける。個別報

告は、令和 5年度合計 11件 

② 書面報告 

 所管課から書類の提出のみを受ける。 

・市が行う個人情報を取り扱う事務の開始、

変更（条例 4条 4項） 

・個人情報を取り扱う事務の市以外のもの

への委託（条例 5条 1項 1号） 

・学術研究機関等における個人データの提

供（条例 5条 1項 2号） 

・統計の作成又は学術研究目的のための保

有個人情報の提供（条例 5条 1項 3号） 

・個人情報ファイル簿の作成、変更又は削

除（条例 5条 1項 4号～6号） 

・行政機関等匿名加工情報に係る提案（条

例 5条 1項 7号） 

 →最近初めて報告があった 

・その他個人情報の保護に関して必要と認

める事項（条例 5条 2項） 

③ その他の報告事項 

・個人情報漏えい事案の報告  

・令和 5年度からの個人情報保護審議会の

運用 

（４）特徴、問題点等 

開催回数については従前とあまり変化はな

いように見えるが、もともと横浜市の審議会

は毎回膨大な案件を取り扱っており、条例改

正後、審議案件・個別報告案件は大幅に減少

した。これまではほとんどなかったが、案件

がないため休会となったこともある。 

３ 藤沢市 

（１） 名称 

 藤沢市個人情報保護制度運営審議会 

（２）構成 6名（学者 2名、弁護士 2名、

公募の市民 2名） 

（３）開催状況 

  改正法施行後、月 1回から年 4回へ変更。  

（４）特徴、問題点等 

ア 議事録 逐語・発言者ありだが（速記者が

入る）、紙ベース。担当課へ行けば、誰でも

閲覧可能、会議内資料も全て閲覧可能。 

イ 「個人情報保護ハンドブック 2023 年 4

月改訂版」（316頁＋別冊）を作成。庁内用
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則 6回、実際には 4、5回行っていたが、令

和 5年度は初回が 8月で、この 1回のみと

なった。令和 6年度は 10月までに 2回開催

されているが、条例改正前に比べれば激 

減である。審議事項も案件数は少なくない

が、従来諮問が必要であったものが報告に

なっている。 

イ 会議はウェブ併用の形で、会議室でも開

催しているので傍聴は可能である。 

ウ 神奈川県は、逐語訳の議事録、配布資料

をすべてウェブで公開している。ただしこ

の公表は 2年分のみである。重要な答申等

はその後も読めるようになっているとのこ

とであるが、改善の余地はあろう。 

２ 横浜市 

（１）名称 横浜市個人情報保護審議会 

（２）構成 7名（弁護士 2名、学識経験者 5

名） 任期 2年 

条例改正前は 9名（弁護士 2名、学識経験

者 6名、人権擁護委員 1名）  

（３）開催状況 

ア 回数 令和 5年度は年 9回  

イ 新型コロナの感染拡大状況の下、令和 2

年度以降、ウェブ会議方式を採用し現在に

至る。 

ウ 審議会情報の公開について 横浜市のホ

ームページに、審議会会議録及び審議会答

申が公開されている。審議資料については

公開されていない。  

エ 主な審議事項（令和 5年度合計６件） 

・特定個人情報ファイルの保有の開始又は

重要な変更（横浜市個人情報の保護に関

する条例（以下この項で「条例」という。）

9条 1項） 

・その他個人情報の保護に関する重要な事

項について、市から諮問を受けたとき（条

例 9条 2項）  

オ 主な報告事項  

① 個別報告 

 所管課長から直接説明を受ける。個別報

告は、令和 5年度合計 11件 

② 書面報告 

 所管課から書類の提出のみを受ける。 

・市が行う個人情報を取り扱う事務の開始、

変更（条例 4条 4項） 

・個人情報を取り扱う事務の市以外のもの

への委託（条例 5条 1項 1号） 

・学術研究機関等における個人データの提

供（条例 5条 1項 2号） 

・統計の作成又は学術研究目的のための保

有個人情報の提供（条例 5条 1項 3号） 

・個人情報ファイル簿の作成、変更又は削

除（条例 5条 1項 4号～6号） 

・行政機関等匿名加工情報に係る提案（条

例 5条 1項 7号） 

 →最近初めて報告があった 

・その他個人情報の保護に関して必要と認

める事項（条例 5条 2項） 

③ その他の報告事項 

・個人情報漏えい事案の報告  

・令和 5年度からの個人情報保護審議会の

運用 

（４）特徴、問題点等 

開催回数については従前とあまり変化はな

いように見えるが、もともと横浜市の審議会

は毎回膨大な案件を取り扱っており、条例改

正後、審議案件・個別報告案件は大幅に減少

した。これまではほとんどなかったが、案件

がないため休会となったこともある。 

３ 藤沢市 

（１） 名称 

 藤沢市個人情報保護制度運営審議会 

（２）構成 6名（学者 2名、弁護士 2名、

公募の市民 2名） 

（３）開催状況 

  改正法施行後、月 1回から年 4回へ変更。  

（４）特徴、問題点等 

ア 議事録 逐語・発言者ありだが（速記者が

入る）、紙ベース。担当課へ行けば、誰でも

閲覧可能、会議内資料も全て閲覧可能。 

イ 「個人情報保護ハンドブック 2023 年 4

月改訂版」（316頁＋別冊）を作成。庁内用

 

ということでホームページには公開してい

ない。 

ウ 目的外利用・提供にかかる事前協議制度

を運用中。これは審議会とではなく市民相

談情報課と事前に協議するものだが、事前

協議書は、審議会に報告として出される。

十分に必要性・相当性を吟味したうえで提

供しているかどうかチェックするため。法

改正前からの、厳格な運用を踏襲したいと

の趣旨。法改正後、事前協議数の増加あり。

法改正以前、審議会に諮問しなければなら

なかったときに比し、かなり早く、また簡

便に個人情報が得られることが知られるよ

うになったことで照会が増えたためと推察

される。 

４ 鎌倉市 

（１）名称 

 鎌倉市情報公開・個人情報保護運営審議会 

（２）構成 5名（学識経験者 3名（大学教

授 1名、弁護士 2名）、市民代表 2名） 

（３）開催状況 

ア 令和 4年の条例改正後 

（ア）開催回数等  

 令和 5年度は 3回 

 令和 4年度は個人情報保護制度の改正検討

（後記イ（ウ））があったため、9回   

令和 3年度以前は年 6～7回程度 

（イ）条例で定めている審議会関係の規定 

①審議会への主な諮問事項 

・個人情報保護条例を改正又は廃止する場合 

・法第 66条第 1項の規定による措置（安全管

理措置）を講じようとする場合 

・実施機関における個人情報の取扱いに関す

る運用上の細則を定める場合 

②審議会への主な報告事項 

・個人情報取扱事務を新たに行う場合の届出

（条例 3条 2項） 

・本人以外から個人情報を収集する場合（本

人同意、法令、生命身体財産の保護を理由

とする場合を除く）（施行規則 19条第 1号） 

・法第 69条第 2項第 2号から第 4号までの規

定に基づき、目的外利用や第三者提供をす

る場合（施行規則 19条第 2号） 

・要配慮個人情報を取り扱うに当たり、鎌倉

市情報公開・個人情報保護運営審議会で認

められた場合に該当しないとき（施行規則

19条第３号） 

・オンライン結合により保有個人情報を提供

するとき（施行規則 19条第 4号） 

イ 条例改正前の状況 

旧条例で定めていた審議会関係の主な規定 

（ア）報告事項 

個人情報取扱事務の届出、個人情報収集開

始時に、個人情報登録簿への登録。また、審

議会に報告。この場合において、審議会は、

当該事項について意見を述べることができる

（旧条例 7条 2項）。 

（イ）主な意見聴取事項 

・取り扱い禁止情報（旧条例 6条） 

要配慮個人情報についての個人情報の取

扱いを禁止。法令若しくは条例の規定に

基づかないで取り扱うときは、審議会へ

意見聴取 

・直接収集の例外手続（旧条例 8条 4項 4

号） 

・目的外利用、第三者提供（旧条例 9条 2

項） 

・オンライン結合（旧条例 10条 2項） 

・実施機関に対する苦情の処理  

個人情報の取扱いに関する苦情を処理す

るに当たって必要と認めるときは、審議

会への意見聴取（任意）（旧条例 17条 2

項） 

・個人情報流出事故の報告 

（ウ）個人情報保護制度の改正に関する諮問

（令和元年以降） 

・個人情報の保護に関する法律の改正に伴

う鎌倉市の個人情報保護制度の在り方に

ついて 

（エ）類型的又は個別的な事務における個人

情報保護に関する諮問の例 

①令和 4年度 
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・相談支援業務における戸籍届出情報の利用

（旧条例第 9条第 2項第 4号関係 目的外

利用、第三者提供）

・オンライン結合関係 1件

②令和 3年度 

・感染症患者及び濃厚接触者に関する個人情

報の収集（旧条例第 8条第 4項第 4号関係） 

・鎌倉市住居における物品等の堆積による不

良な状態の解消及び発生防止のための支援

及び措置に関する条例に基づく個人情報の

提供 (旧条例第 9条第 2項第 4号)

・救急業務報告書等事務運用に伴う個人情報

の提供 (旧条例第 9条第 2項第 4号)

・戸籍の記載上嫡出でない子とわかる年代ご

との人数の提供 (旧条例第 6 条及び第 9

条第 2項第 4号関係)

③令和 2年度 

・鎌倉応援買い物・飲食電子商品券事務に伴

う個人情報の利用（DV世帯の情報（世帯員

の氏名、住所））。(旧条例第 9条第 2項第 4

号関係)

・鎌倉応援買い物・飲食電子商品券事務に伴

う個人情報の利用（視覚障害がある対象者

情報（対象者氏名、生年月日、住所） ）(旧

条例第 9条第 2項第 4号関係)

④令和元年度 

・プレミアム付商品券事務に伴う個人情報の

収集及び利用について（旧条例第 8条第 4

項第 4号及び第 9条第 2項第 4号関係）

・損害賠償の額の確定並びにその和解及び調

停に係る議案集に含まれる個人情報の取扱

い

・オンライン結合関係 2件

（オ）建議 (令和元年以降、審議会で建議し

たもの) 

・令和 3年 11月 19日「避難行動要支援者名

簿の取扱いについて」

・令和 3年 5月 24日「令和 2年 1月 16日付

け「「個人情報に係る事故」対応について（建

議）」に関連する建議」

・令和 2年（2020年）1月 16日「個人情報に

係る事故」対応について（建議）」 

（４）特徴、問題点等 

 開催回数 令和 4年度は個人情報保護制度

の改正検討 9回（上記（3）イ（ウ））があっ

たため。令和 5年度は 3回（令和 3年度以前

の年 6～7回から半減）。 

 「個人情報登録簿」により届出をしていた

が、令和 5年 4月から「個人情報ファイル簿」

に登録することに。1000件以上の個人情報を

取り扱う「個人情報ファイル簿」はホームペ

ージで公開。 

５ 逗子市  

（１）名称 

 逗子市個人情報保護運営審議会 

（２）構成 5名（行政法学者1 弁護士2 技

術系の専門家 1 公募の市民 1） 

→条例改正前と変更なし

（３）開催状況 

ア 令和 5年度

第 1回 令和 5年 8月 29日 

議題・保有個人情報の目的外利用・提供に

ついて（報告） 

・個人情報ファイル簿及び個人情報事

務登録簿の報告（新規・変更）

・新規の指定団体（市の出資比率が一

定以上あることなどで条例の対象と

なる団体）の報告

第 2回 令和 6年 1月 5日 

議題・保有個人情報の目的外利用・提供に

ついて（報告） 

・個人情報ファイル簿及び個人情報事

務登録簿の報告（新規・変更）

第 3回 令和 6年 3月 8日 

議題・保有個人情報の目的外利用・提供に

ついて（報告） 

・個人情報ファイル簿及び個人情報事

務登録簿の報告（新規・変更）

・「個人情報保護制度の運用について」

（マニュアル）を配布、取り扱いに

ついて意見交換 

イ 令和 6年度

12



 

・相談支援業務における戸籍届出情報の利用

（旧条例第 9条第 2項第 4号関係 目的外

利用、第三者提供） 

・オンライン結合関係 1件 

②令和 3年度 

・感染症患者及び濃厚接触者に関する個人情

報の収集（旧条例第 8条第 4項第 4号関係） 

・鎌倉市住居における物品等の堆積による不

良な状態の解消及び発生防止のための支援

及び措置に関する条例に基づく個人情報の

提供 (旧条例第 9条第 2項第 4号) 

・救急業務報告書等事務運用に伴う個人情報

の提供 (旧条例第 9条第 2項第 4号) 

・戸籍の記載上嫡出でない子とわかる年代ご

との人数の提供 (旧条例第 6 条及び第 9

条第 2項第 4号関係) 

③令和 2年度 

・鎌倉応援買い物・飲食電子商品券事務に伴

う個人情報の利用（DV世帯の情報（世帯員

の氏名、住所））。(旧条例第 9条第 2項第 4

号関係) 

・鎌倉応援買い物・飲食電子商品券事務に伴

う個人情報の利用（視覚障害がある対象者

情報（対象者氏名、生年月日、住所） ）(旧

条例第 9条第 2項第 4号関係) 

④令和元年度 

・プレミアム付商品券事務に伴う個人情報の

収集及び利用について（旧条例第 8条第 4

項第 4号及び第 9条第 2項第 4号関係） 

・損害賠償の額の確定並びにその和解及び調

停に係る議案集に含まれる個人情報の取扱

い 

・オンライン結合関係 2件 

（オ）建議 (令和元年以降、審議会で建議し

たもの) 

・令和 3年 11月 19日「避難行動要支援者名

簿の取扱いについて」 

・令和 3年 5月 24日「令和 2年 1月 16日付

け「「個人情報に係る事故」対応について（建

議）」に関連する建議」 

・令和 2年（2020年）1月 16日「個人情報に

係る事故」対応について（建議）」 

（４）特徴、問題点等 

 開催回数 令和 4年度は個人情報保護制度

の改正検討 9回（上記（3）イ（ウ））があっ

たため。令和 5年度は 3回（令和 3年度以前

の年 6～7回から半減）。 

 「個人情報登録簿」により届出をしていた

が、令和 5年 4月から「個人情報ファイル簿」

に登録することに。1000件以上の個人情報を

取り扱う「個人情報ファイル簿」はホームペ

ージで公開。 

５ 逗子市     

（１）名称 

 逗子市個人情報保護運営審議会 

（２）構成 5名（行政法学者1 弁護士2 技

術系の専門家 1 公募の市民 1） 

→条例改正前と変更なし 

（３）開催状況 

ア 令和 5年度 

第 1回 令和 5年 8月 29日 

 議題・保有個人情報の目的外利用・提供に

ついて（報告） 

   ・個人情報ファイル簿及び個人情報事

務登録簿の報告（新規・変更） 

  ・新規の指定団体（市の出資比率が一

定以上あることなどで条例の対象と

なる団体）の報告 

第 2回 令和 6年 1月 5日 

 議題・保有個人情報の目的外利用・提供に

ついて（報告）  

   ・個人情報ファイル簿及び個人情報事

務登録簿の報告（新規・変更） 

第 3回 令和 6年 3月 8日 

 議題・保有個人情報の目的外利用・提供に

ついて（報告）  

   ・個人情報ファイル簿及び個人情報事

務登録簿の報告（新規・変更） 

 ・「個人情報保護制度の運用について」

（マニュアル）を配布、取り扱いに

ついて意見交換 

イ 令和 6年度 

 

 令和 6年 5月 17日、同 7月 26日、令和 7

年 3月 18日（予定） 

（４）特徴、問題点等 

ア 開催回数 

 従来、年度あたり原則 6回、実際には 4、5

回行っていたが、令和 5年度は初回が 8月末

で計 3回となった。令和 6年度も 3回にとど

まりそうで、減少の傾向。 

イ 保有個人情報の目的外利用・提供につい

て（報告） 

従来、法令に基づく照会でも強制力のない

場合は審議会に諮問していたが、条例改正に

より事後報告となった。法 69条の条項ごとの

件数、法令に基づく場合は、法令ごとの件数

と、通年の一覧表、事案ごとの庁内検討用の

検討票（1事案 1頁）の報告を受ける。 

捜査関係事項照会についても審議事項では

なく報告事項となったが、個々の事案の内容

が分かるような報告を求め、それについて質

疑が交わされている。報告事項となったこと

で照会の件数は増加傾向（令和 5年度は令和

6年 1月 31日までに 23件）。 

ウ 個人情報ファイル簿と個人情報事務登録

簿についての報告 

 逗子市では個人情報ファイル簿と別に、こ

れまで通り全体をカバーする個人情報事務登

録簿を作成。新規・変更について報告する。

令和 5年度第 3回の時点で、個人情報ファイ

ル簿（53件）、個人情報事務登録簿（679件）。

ファイル簿に掲載する「1000件要件」につい

てどう確認するか等の質疑をした。 

エ マニュアルについて 

「個人情報保護制度の運用について」（マニ

ュアル）を作成したのは、藤沢市の「個人情

報保護ハンドブック」と同様の趣旨と思われ

る。従来条例の解説書として作成・配布され

ていたが、改正条例では、法が適用されると

ころが多く、法の解釈は国がするため、それ

を反映して適宜修正する必要があるため、ウ

ェブ上で管理する必要があり、印刷物で広く

配布することが難しくなっている。 

オ 条例改正についての答申 

逗子市の答申では「審議会に諮問できる事

項が限定されてしまうのではないかというお

それがあり、これまでの運用を維持すること

ができるか危惧されるところもある。しかし

ながら…改正法の諸規定と、改正法第 5条に

定める地方公共団体の責務に照らして、審議

会に諮る必要がある場合は、改正法第 129条

により諮問することができる旨や必要に応じ

て審議会に対して報告すること、又は意見を

求めることができるよう条例に規定し、実施

機関が積極的に審議会を活用することができ

るような運用をすることが適当である。」とし

た。しかし、諮問事項が限定されることは避

けられなかった。提供についての報告とそれ

についての意見をどこまで充実させるかが現

実的な課題。 

６ 茅ヶ崎市 

（１）名称 

 茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会 

（２）構成 7 名（大学教授 2 名、税理士 1

名、弁護士 2名、市民委員 2名） 

（３）開催状況 

ア 令和4年度は、法改正対応のため年5回、

令和5年度以降は年3回。令和3年までは、

年 4回ほどであったようである。令和 3年

法改正後も、年 3回は審議会を開くという

姿勢を明確にした。 

イ 審議時間は、議案数によってかなり変動

するが、平均して 1～1.5時間程度である。 

ウ 直近 2年度分は議事録（発言者名を伏せ、

逐語）及び審議資料が公表されている。 

エ 審議内容 

・個人情報取扱事務登録票（法 75条 5項、個

人情報の保護に関する法律施行条例 3条）、

個人情報ファイル簿（同条 1項）の新規作

成・変更 

・個人情報漏えい事案の説明 

・情報公開・個人情報保護制度の運用状況に

ついて 

・立入調査の結果について 
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・令和 3年法改正対応 

（４）特徴、問題点等 

ア 個人情報取扱事務登録票、個人情報ファ

イル簿の新規作成・変更はメインの審議事

項の一つ。主に、取扱事務の内容を確認す

るほか、幾つかのカテゴリに分けられた個

人情報の項目名（チェック式）を見て、「こ

れがなぜ必要なのか」「類似の事務における

取扱項目との異同」などを確認する。テー

マによっては、取扱事務について熱い議論

が交わされる（例：統合型校務支援システ

ム導入（令和 5年度第 3回））。個人情報を

きっかけに、行政運営全般について物申せ

るともいえる。市民委員のプレゼンスも高

い項目。 

イ 個人情報漏えい事故があった場合に、記

者発表資料よりやや詳しい審議会用報告書

が提供される。実際には、更に事実関係を

細かく確認するが、情報管理体制の内部事

情にかかわる部分は公表用議事録では記載

されない。 

ウ 情報公開・個人情報保護制度の運用状況

については前年度の運用状況報告書を会議

資料として報告される。情報公開・個人情

報保護それぞれについて、①制度の概要②

公開（開示）請求数に係る統計、③その年

の公開（開示）請求一覧、④制度開始から

の全ての不服申立ての処理一覧が記載され

ている。委員からは、不開示になったケー

スのうち、その適用条項が疑問に思ったケ

ースを尋ねることもある。 

エ 「立入調査の結果について」とは、法 156

条、マイナンバー法 35条 1項による特定項

目調査（検査）が行われ、一部の事務につ

いて指導（法 157 条、マイナンバー法 33

条）がなされた。漏えい時等に個人情報保

護委員会へ報告する手順書が整備されてい

なかったとか、ログの分析が定期的に行わ

れていなかった課があるなど。 

オ 条例改正後、個人情報ファイル簿は 135

件、事務登録簿は 512件である。 

カ 令和 3年法改正への対応については、各

種論点ごとに、旧個人情報保護条例と改正

法の内容の比較、対応の方向性などを記載

した個票を作成して検討した。また、細か

い例規の改廃については、事務局からスケ

ジュールの報告があった。 

７ 箱根町 

（１）名称 

 箱根町情報公開・個人情報保護審査会 

（２）構成 5 名（大学教授 2 名、弁護士 2

名、町民代表 1名） 

（３）開催状況 

令和 6年はこれまでに 1回、7月 29日に開

催  

 議題・令和 5年度の情報公開制度運用状況  

・令和 5年度の個人情報保護制度運用

状況  

・個人情報取扱事務の登録等の説明  

・報告（マイナンバー法の改正（別表

第 2廃止）に伴う条例の一部改正）  

（４）特徴、問題点等 

ア 令和 5年は、1回開催。令和 4年は 3回

開催（法改正への対応のため法施行条例に

ついて審議）、令和 3年以前も年 1回。諮問

は少ないながらあった（令和 3年、コンビ

ニ交付（オンライン結合）、令和 2年、無人

航空機による災害状況撮影（本人以外から

の取集））。 

イ 基本的には、運用状況の報告がされ、個

別事案について質問がされることもあるが、 

現在ではほとんどが報告のみで終わってい

る。  

８ 清川村 

(１)名称 

 清川村情報公開・個人情報保護審議会  

(２）構成 5名（大学教授 1名、弁護士 1名、

村民代表 3名） 

(３）開催状況 

令和 6年は、未開催。  

令和 5年は 1回、10月 18日に開催 

議題・令和 4年度制度の運用状況 
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・令和 3年法改正対応

（４）特徴、問題点等

ア 個人情報取扱事務登録票、個人情報ファ

イル簿の新規作成・変更はメインの審議事

項の一つ。主に、取扱事務の内容を確認す

るほか、幾つかのカテゴリに分けられた個

人情報の項目名（チェック式）を見て、「こ

れがなぜ必要なのか」「類似の事務における

取扱項目との異同」などを確認する。テー

マによっては、取扱事務について熱い議論

が交わされる（例：統合型校務支援システ

ム導入（令和 5年度第 3回））。個人情報を

きっかけに、行政運営全般について物申せ

るともいえる。市民委員のプレゼンスも高

い項目。

イ 個人情報漏えい事故があった場合に、記

者発表資料よりやや詳しい審議会用報告書

が提供される。実際には、更に事実関係を

細かく確認するが、情報管理体制の内部事

情にかかわる部分は公表用議事録では記載

されない。

ウ 情報公開・個人情報保護制度の運用状況

については前年度の運用状況報告書を会議

資料として報告される。情報公開・個人情

報保護それぞれについて、①制度の概要②

公開（開示）請求数に係る統計、③その年

の公開（開示）請求一覧、④制度開始から

の全ての不服申立ての処理一覧が記載され

ている。委員からは、不開示になったケー

スのうち、その適用条項が疑問に思ったケ

ースを尋ねることもある。

エ 「立入調査の結果について」とは、法 156

条、マイナンバー法 35条 1項による特定項

目調査（検査）が行われ、一部の事務につ

いて指導（法 157 条、マイナンバー法 33

条）がなされた。漏えい時等に個人情報保

護委員会へ報告する手順書が整備されてい

なかったとか、ログの分析が定期的に行わ

れていなかった課があるなど。

オ 条例改正後、個人情報ファイル簿は 135

件、事務登録簿は 512件である。

カ 令和 3年法改正への対応については、各

種論点ごとに、旧個人情報保護条例と改正

法の内容の比較、対応の方向性などを記載

した個票を作成して検討した。また、細か

い例規の改廃については、事務局からスケ

ジュールの報告があった。

７ 箱根町

（１）名称

箱根町情報公開・個人情報保護審査会

（２）構成 5 名（大学教授 2 名、弁護士 2

名、町民代表 1名）

（３）開催状況

令和 6年はこれまでに 1回、7月 29日に開

催

議題・令和 5年度の情報公開制度運用状況

・令和 5年度の個人情報保護制度運用

状況

・個人情報取扱事務の登録等の説明

・報告（マイナンバー法の改正（別表

第 2廃止）に伴う条例の一部改正）

（４）特徴、問題点等

ア 令和 5年は、1回開催。令和 4年は 3回

開催（法改正への対応のため法施行条例に

ついて審議）、令和 3年以前も年 1回。諮問

は少ないながらあった（令和 3年、コンビ

ニ交付（オンライン結合）、令和 2年、無人

航空機による災害状況撮影（本人以外から

の取集））。

イ 基本的には、運用状況の報告がされ、個

別事案について質問がされることもあるが、

現在ではほとんどが報告のみで終わってい

る。

８ 清川村

(１)名称

清川村情報公開・個人情報保護審議会

(２）構成 5名（大学教授 1名、弁護士 1名、

村民代表 3名）

(３）開催状況

令和 6年は、未開催。

令和 5年は 1回、10月 18日に開催

議題・令和 4年度制度の運用状況

・個人情報取扱事務登録簿について

令和 4年は、3回開催（法改正への対応の

ための条例制定について） 

令和 3年以前も年 1回。諮問は少ないなが

らあった（令和 3年、コンビニ交付（オンラ

イン結合）、令和 2年、国保データベース（KDB）

への目的外利用、提供） 

（４）特徴、問題点等 

運用状況において、防犯カメラ等の運用状

況、警察への情報提供が報告されている。運

用状況の報告のなかで、個別事案での質問が

されている。 

法施行条例ではなく、独自条例を策定し、

審議会の関与をできるだけ残そうとしている。 

９ 寒川町 

（１）名称 

 寒川町個人情報保護審査会 

（２）構成 5 名（大学教授 1 名、弁護士 1

名、学識経験者（元教員、元自治体職員）3

名） 

（３）開催状況 

令和 6年は、4月 26日に開催 

議題・令和 5年度の情報公開制度・個人情

報保護制度の運用状況 

令和 5年は、なし 

令和 4年は、2回開催（法改正への対応。議

会の条例の諮問。法施行条例）  

令和 3年、平成 30年に開催があったが、毎年

の開催ではない。 

（４）特徴、問題点等 

運用状況の報告がされ、個別事案について

質問がされることがあるが、ほとんど報告の

みで終わっている。 

１０ 神奈川県後期高齢者医療広域連合  

（１）名称 

 神奈川県後期高齢者医療広域連合情報公

開・個人情報保護審査会 

なお、同連合は後期高齢者のレセプトを管

理する特別地方公共団体 

（２）構成 5名（行政法学者 3名、弁護士 1

名、人権擁護委員 1名）  

前年度まではマスコミ関係が 1人いたが、

今期から学者に変更 

（３）開催状況 

ア 令和 5年度

 次の 2回の後、12月、2月、4月に予定し

ていた会議はいずれもなしに。 

第 1回 令和 5年 8月 18日 

議題・審議事項 目的外利用（弁護士会照

会）について 

  具体的な事例について回答の是非、

範囲について審議した。 

・報告事項 保有する個人情報の行政

機関等への目的外提供について

 捜査照会への回答状況など  

   ・報告事項 個人情報ファイル簿（1000

件以上）6 件、個人情報取扱事務一

覧 1000件未満）5件 

第 2回 令和 5年 10月 20日 

議題・審議事項 特定個人情報保護評価書

の第三者点検について 

 後期高齢者医療広域連合標準シス

テムのクラウド化に伴う管理者の変

更について、特定個人情報保護評価

（全項目評価、再実施）の第三者点

検としての諮問、付言を付けた答申 

・報告事項 保有する個人情報の行政

機関等への目的外提供について

イ 令和 6年度は 6月 21日に会合があり、そ

の後は議題なしで 2回キャンセルとなり、

次の予定は 12月 20日 

（４）特徴、問題点等 

ア 開催回数については、従来、年度あたり

原則 6回、実際には 4、5回行っていたが、

令和 5年度は初回が 8月中旬で、2回で終

わってしまった。令和 6年度も同程度とな

りそうで、減少傾向である。 

イ 保有する個人情報の行政機関等への目的

外提供についての報告に関して、もともと

捜査照会の件数が多く、以前包括答申で、

一定の条件下で諮問せずに提供を認め事後

報告するものとしていた。法改正・条例改
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正後もそれが維持されている。一覧表によ

り、照会内容、回答内容が報告され、結構

質問が出る。 

ウ 個人情報ファイル簿と個人情報事務登録

簿については同連合では取り扱う業務が限

定されているため、ファイル簿等の数は少

ない。 

エ 特定個人情報保護評価の第三者点検 

  取り扱う個人情報の数は多いため、全項

目評価となった。クラウド化により民間の

管理者に委託することになる（それもおそ

らくは海外の事業者）ことの問題などにつ

いて議論し、広域連合が保護方策に主体的

に取り組み、国はそれを尊重すべきことを

付言した。 

オ 条例改正についての同連合の答申では、

「後期高齢者医療広域連合は取り扱う情報

の大半が 75歳以上の医療情報であり、また

神奈川県は広域連合の中で東京に次ぐ規模

を有するという特性を持つ。それらの特性

を自覚し、改正後もこれまで実施してきた

個人情報保護制度の水準が後退することの

無いよう、自立的・主体的に個人情報保護

に努めることを期待する。」としている。具

体的な内容としても、条例名を「法施行条

例」としないなど、いろいろ指摘している。 

１１ 東京都世田谷区 

（県外ではあるが、当弁護士会会員が委員を

していることからご報告いただいた。） 

（１）名称 

 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会  

（２）構成  

法改正前は、公募委員 2名を含む 14名（大

学教授 3名、弁護士 2名、町会総連合会、医

師会、商店街連合会、消費者関連団体、民生

委員児童委員協議会、小学校 PTA連合協議会、

労働組合協議会） 

法改正により審議会の役割が変わったため、

令和 6年 6月から 9名（大学教授 2名、弁護

士 2名、有識者 2名、公募委員 3名）に減員 

（３）開催状況 

コロナ禍以降、オンライン開催 

ア 令和 6年度  

第 1回 5月 17日 報告事項のみ 

 議題・条例に基づく監査結果（内部監査）

報告 

・業務の審査状況 個人情報管理基準

に基づき、審査基準による審査の状

況の報告 

（目的外利用の審査基準、外部提供

の審査基準、オンライン結合・シ

ステム導入による審査基準、要配

慮個人情報、条例要配慮個人情報

を取り扱う案件） 

→捜査照会についても、個別に報告

する 

第 2回 7月 19日 

 議題・特定個人情報保護評価における第三

者点検の諮問 

・住基ネット、マイナンバー制度のセ

キュリティ対策の実施状況の報告 

・文書の誤交付による個人情報の漏え

いの報告 

・令和 5年度の情報公開制度・個人情

報保護制度の実施状況の報告 

第 3回 8月 2日 

 第 2回の諮問対応の予備日、中止。  

第 4回 12月 13日（予定）  

第 5回 2月 28日（予定） 

第 6回 3月 14日（予定） 

イ 令和 5年度 

4回＋小委員会 1回（特定個人情報保護評

価における第三者点検）  

第 1回 

議題・条例の報告 

 ・個人情報保護委員会への提言の回答

（接種証明書のコンビニ交付。事後評価）  

第 2回  

議題・令和 4情報公開制度、個人情報保護

制度の実施状況の報告  

・個人情報の審査状況についての報告 

・保存期間中の文書の誤廃棄の報告  
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正後もそれが維持されている。一覧表によ

り、照会内容、回答内容が報告され、結構

質問が出る。 

ウ 個人情報ファイル簿と個人情報事務登録

簿については同連合では取り扱う業務が限

定されているため、ファイル簿等の数は少

ない。 

エ 特定個人情報保護評価の第三者点検 

  取り扱う個人情報の数は多いため、全項

目評価となった。クラウド化により民間の

管理者に委託することになる（それもおそ

らくは海外の事業者）ことの問題などにつ

いて議論し、広域連合が保護方策に主体的

に取り組み、国はそれを尊重すべきことを

付言した。 

オ 条例改正についての同連合の答申では、

「後期高齢者医療広域連合は取り扱う情報

の大半が 75歳以上の医療情報であり、また

神奈川県は広域連合の中で東京に次ぐ規模

を有するという特性を持つ。それらの特性

を自覚し、改正後もこれまで実施してきた

個人情報保護制度の水準が後退することの

無いよう、自立的・主体的に個人情報保護

に努めることを期待する。」としている。具

体的な内容としても、条例名を「法施行条

例」としないなど、いろいろ指摘している。 

１１ 東京都世田谷区 

（県外ではあるが、当弁護士会会員が委員を

していることからご報告いただいた。） 

（１）名称 

 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会  

（２）構成  

法改正前は、公募委員 2名を含む 14名（大

学教授 3名、弁護士 2名、町会総連合会、医

師会、商店街連合会、消費者関連団体、民生

委員児童委員協議会、小学校 PTA連合協議会、

労働組合協議会） 

法改正により審議会の役割が変わったため、

令和 6年 6月から 9名（大学教授 2名、弁護

士 2名、有識者 2名、公募委員 3名）に減員 

（３）開催状況 

コロナ禍以降、オンライン開催 

ア 令和 6年度  

第 1回 5月 17日 報告事項のみ 

 議題・条例に基づく監査結果（内部監査）

報告 

・業務の審査状況 個人情報管理基準

に基づき、審査基準による審査の状

況の報告 

（目的外利用の審査基準、外部提供

の審査基準、オンライン結合・シ

ステム導入による審査基準、要配

慮個人情報、条例要配慮個人情報

を取り扱う案件） 

→捜査照会についても、個別に報告

する 

第 2回 7月 19日 

 議題・特定個人情報保護評価における第三

者点検の諮問 

・住基ネット、マイナンバー制度のセ

キュリティ対策の実施状況の報告 

・文書の誤交付による個人情報の漏え

いの報告 

・令和 5年度の情報公開制度・個人情

報保護制度の実施状況の報告 

第 3回 8月 2日 

 第 2回の諮問対応の予備日、中止。  

第 4回 12月 13日（予定）  

第 5回 2月 28日（予定） 

第 6回 3月 14日（予定） 

イ 令和 5年度 

4回＋小委員会 1回（特定個人情報保護評

価における第三者点検）  

第 1回 

議題・条例の報告 

 ・個人情報保護委員会への提言の回答

（接種証明書のコンビニ交付。事後評価）  

第 2回  

議題・令和 4情報公開制度、個人情報保護

制度の実施状況の報告  

・個人情報の審査状況についての報告 

・保存期間中の文書の誤廃棄の報告  

 

第 3回 

議題・ 特定個人情報保護評価における第三

者点検の諮問（4件） 

・住基ネット、マイナンバー制度のセ

キュリティ対策の実施状況  

・個人情報の審査状況について  

〈小委員会 特定個人情報保護評価に

おける第三者点検の諮問（4件）〉 

第 4回  

議題・特定個人情報保護評価における第三

者点検の諮問（4件） 

・誤配達による個人情報漏えいの報告 

・封書未達による個人情報漏えいのお

それの報告 

ウ 令和 4年度 8回 小委員会 3回＋2回（法

改正への対応。独自制定条例） 

（４）特徴、問題点等 

令和 4年までは、毎回多数の審議事項、報

告事項があり、委員からも多くの発言があっ

た。行政に対する区民のチェック（監視）制

度の一部のような形で運用されていたように

感じた。区政に関心の高い区民が多い土地柄

からかもしれない。目的外利用、提供、オン

ライン結合など審議会で審議していたことを、

個人情報管理基準に基づき、区役所職員の審

査基準による審査になったことから、その審

査結果を審議会で報告するようにしている。

制度の運用状況の報告があるが、件数が多い。 

令和 5 年度の情報公開制度の請求数（443

件）、請求内容、対象情報の件名など。 

令和 5年度の個人情報保護制度の開示請求

数（249件）、請求概要、不開示事由など。  

特定個人情報保護評価における第三者点検

を審議会で諮問する規定がある。ガバメント

クラウド、クラウド移行などにより、全項目

の評価の再実施が続いている。評価書は、セ

キュリティ会議にて審議され、了承されたも

のではあるが、専門性もあり、小委員会で改

めて報告を受け、検討することがある。 住基

ネットのセキュリティ対策に関する条例、マ

イナンバー利用に関する条例において、セキ

ュリティ対策の実施状況について審議会に報

告することになっている。 

条例改正後、令和 4年までに比べて行政に

対するチェック機能は、だいぶ低下したよう

に感じるが、それでも委員から活発な発言は

あり、実施状況の報告のなかで確認がされて

おり、その機能は今のところ残っているよう

に思う。審議会に、特定個人情報保護評価に

おける第三者点検やセキュリティ対策の実施

の報告を受ける役割があるため、審議会の開

催回数は、年 4回程度に落ち着くのではない

かと思われる。 

法改正前に審議会で諮問していた内容が、

審議会を経ず、個人情報管理基準に基づき、

区役所職員の審査基準による審査になり、そ

れを審議会で報告してもらっているが、これ

でどこまで適切に個人情報保護されているか

の確認ができるかどうか審議会として注視し

ている。 

 

第第３３  条条例例改改正正後後のの審審議議会会のの運運用用のの問問

題題点点  

  

  第 2において紹介した、各地の報告を踏ま

えて、条例改正後の審議会の問題点を検討す

る。 

１ 構成の変化 

 地方公共団体の個人情報保護審議会は、プ

ライバシー保護についての市民的感覚に基づ

く議論が必要であるという観点から、その人

数や選出方法（公募か行政からの指名か）の

違いはあるものの、住民の代表を含めて構成

するのが通例であった（先行論文第 3 2（1）

参照）。 

 令和 3年改正法の審議会の規定に関する個

人情報保護委員会の見解によっても、審議会

の役割として「地方公共団体等が法律の範囲

内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の

個人情報保護に関する施策を実施する場合で、

地域の代表者や有識者等からの意見を聴取す

ることが特に必要である場合」や「法施行条
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例の改正（法に委任規定のあるもの等）に当

たり、地域の代表者や有識者等からの意見を

聴取することが特に必要である場合」を想定

しており（Q&A7-1-1）、「地方公共団体が審議

会等の場を活用して、専門的な意見に対する

住民の反応を確認する趣旨で住民代表からの

意見を聞くこと自体は妨げられるものではな

く、このような趣旨で専門的知見を有する構

成員と住民代表たる構成員により審議会等を

構成することも妨げられません。」（Q&A7-1-4）

としており、住民代表を加えることを否定は

していない。しかし他方で、「諮問事項につい

ての専門的な知見を有さない住民代表のみで

構成された審議会等に対して諮問を行うこと

は、本条の規定の趣旨に反し、認められませ

ん。」とも明記しており（Q&A7-1-4）、あくま

で専門家により構成されるべき機関であるこ

とを求めている。こうした国の姿勢を受けて、

地方公共団体はどう対応したか。 

令和 4年の条例改正を機に、構成比率を変

えたとみられる例として、横浜市、神奈川県

後期高齢者医療広域連合、世田谷区が挙げら

れる。多くは従来通りの構成を維持している

ようであるが、今後の動向は気がかりである。 

 なお、令和 3年法改正前から、審議会への

諮問事項については、技術面及び法律面とも

に専門性の高いものの比率が高くなっており、

住民代表の発言が反映される余地が少なくな

る傾向はうかがわれ、専門家以外の比率が減

らされる例もあった。例えば神奈川県は令和

2 年度から、県民代表枠の委員を減員してい

る。しかし、専門性の高い問題であるからこ

そ、住民に理解可能な議論がされる必要があ

ることも否定できない。多様な住民も含めた

構成を維持することは重要である。 

２ 審議内容 

（１）全般的傾向 

ア 諮問の件数 

諮問の件数はどの審議会でも明らかに減っ

ている。これは法改正の趣旨が原則として諮

問を否定するものであることから当然と言え

ば当然であるが、重大な問題である。４ 

そして、諮問が減ることにより審議会の開

催回数が減少する傾向も現われている（後述

3）。 

特に激減していると言えるのは、神奈川県、

鎌倉市、逗子市、神奈川県後期高齢者医療広

域連合であり、これらの地方公共団体は、従

来は積極的に諮問をしてきたところである。 

イ 報告の件数と審議状況 

 諮問が制限されたことで、重要になるのは

報告である。事前に是非について議論しなく

とも、事後報告を受けて意見を述べることに

よりその後の運用の参考となるし、担当部局

が慎重に対応することにもなろう（捜査照会

などについて後述するところを参照）。 

 報告と言っても、ただ聞き置くか、積極的

に質疑・意見交換をするかによって意味は大

きく変わるが、どれくらい議論されているか

については少なからぬばらつきがあるようで

ある。 

（２）事例 

ア 捜査関係事項照会への対応 

（ア）捜査照会（刑事訴訟法 197条 2項に定

める捜査関係事項照会）への回答は、目的外

提供の一場面であるが、先行論文（第 3 2（3）

ウ（イ）a）に述べたように、もともと地方公

共団体ごとに取り扱いがわかれており、「法令

に基づくもの」といった条例上の例外にあた

るから諮問を要しないとするところ、審議会

への諮問を要するとしつつ類型的答申により

個別の審議を要しないとしているところ（そ

の場合でも事後報告をするかどうかで分かれ

る）、個別に諮問を受けて答申を得ていたとこ

ろがあった。 

 個別に諮問していたところでも、令和 3年

法改正についての国の解釈として、目的外提

供の例外として認めるかについて審議会に諮

問することは許されないとされてしまい、捜

査照会に回答するかについての諮問は実際上

できなくなっている。 

（イ）しかし、照会が発せられる手続を見る
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なら、裁判所の調査嘱託は当事者の申し立て

を裁判所が審査し、弁護士会照会は弁護士か

らの求めを弁護士会が審査した上で発せられ

るのに対し、捜査照会は捜査機関内部の判断

で出されるものであり、照会の要件について

厳密なチェックが働きにくい仕組みになって

いる。それでいて警察からの照会となると拒

否しにくい感覚もあり、回答する地方公共団

体の側で、なにがしかのチェックシステムは

必要であろう。 

いくつかの地方公共団体（藤沢市、逗子市、

神奈川県後期高齢者医療広域連合）では、法

改正に基づく条例改正後、事前の諮問をしな

いことにする代わりに、事後報告をすること

となっている。藤沢市では、目的外利用、提

供について、事前に所管課と市民相談情報課

との間で事前協議をし、その内容を審査会に

報告させるもので、注目すべき取組と言えよ

う。逗子市でも目的外利用、提供について「庁

内検討」を行い、案件ごとに「検討票」を作

成して審議会に報告している。世田谷区にお

いて審査基準に基づき審議会にその結果を報

告するのもこれに近いものかもしれない。こ

れらの地方公共団体は、捜査照会に限らず目

的外利用、提供に際してこのような検討をす

ることとしているが、捜査照会については特

に意味を持つこととなろう。 

捜査照会に対し回答を拒むことはほとんど

ないようであるが、求められている事項全て

に回答するのではなく、より限定的に回答す

べきケースは珍しくない。どの範囲で回答す

るべきかを従来は審議会で議論していたが、

条例改正後は担当部局が自ら判断しなければ

ならない。事後報告であっても、回答した範

囲について検討する過程で一定の目安を設け

ることが可能となり、以後の運用の基準にな

る。 

また、捜査照会に関する審議は会議公開や

議事録公開の例外としているところが多いが、

それでも捜査照会の実情を住民も含む審議会

委員が知ることは、限られた範囲であれ、捜

査照会への理解を深め、適正な運用を確保す

る上で意義がある。 

（ウ）なお、従来個別に諮問していた地方公

共団体では、諮問が不要となり迅速な回答が

可能になったためか、捜査照会の数が増加す

る傾向にある（藤沢市、逗子市）。 

イ 弁護士会照会に対する対応 

 弁護士会照会（弁護士法 23条の 2に定める

報告の申出）も、捜査照会と同様の問題であ

るが、地方公共団体は捜査照会に回答するこ

とよりも慎重すなわち消極的な傾向がある。

これは、弁護士会照会について、弁護士会が

採否を審査していることが知られておらず、

個々の弁護士の請求をそのまま取り次ぐもの

であるかのような誤解があるためと思われる。 

 令和 4年の条例改正前には、捜査照会につ

いて審議会に諮問していた地方公共団体にお

いては、弁護士会照会についても諮問するこ

とがあった。 

 令和 4年の条例改正によって、弁護士会照

会への回答の是非について審議会に諮問する

ことも原則的には消極になろう。しかし、弁

護士会照会に回答すべきかについては、照会

の必要性（他に入手手段がないか、当該紛争

においてどの範囲の情報が必要か）について

検討する必要があり、そのためには民事訴訟

等法律実務についての専門的な知見が必要で

ある。そのような意味で弁護士などの専門家

の「専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要」な場合にほかならず、法 129条の

審議会に諮問できる場合に当たると言えるの

ではないか。５ 

またこのような問題について専門的な知見

を提供するために審議会に弁護士が入る意義

があるともいえよう。 

ウ 特定個人情報保護評価 

審議会は、番号法（マイナンバー法）28条

の定める特定個人情報保護評価について、特

定個人情報保護評価に関する規則 7条により、

地方公共団体等が論うべき評価に関し、同条 

4 項の「個人情報の保護に関する学識経のあ
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る者を含む者で構成される合議制の機関」と

して、意見を求められる。いわゆる第三者点

検である。  

特定個人情報保護評価の評価書は、対象人

数や個人番号の取扱者数により、全項目評価

書、重点項目評価書、基礎項目評価書の 3つ

に分けられる。全項目評価書は意見募集と第

三者点検が必須とされ、重点項目評価書は両

者を行うかは任意とされる。これを前提に、

地方公共団体が自らやり方を決めることがで

き、例えば神奈川県は特定個人情報保護評価

実施要綱により、全項目評価書については意

見募集及び審議会への諮問、重点項目評価書

については審議会に報告し意見を聴くこと、

基礎項目評価書については審議会に報告する

ことが定められている。これらは番号法に基

づく審議会の役割である。 

各審議会の報告の中にも特定個人情報保護

評価についての取組みが散見される。特定個

人情報保護評価書は難解であり、十分な議論

ができないことが多いかもしれないが、この

仕組みが実効性あるものとして定着するため

には、地方公共団体の審議会における審議を

通じて個々の特定個人情報保護評価を充実さ

せるとともに、評価書について議論できる人

材を育てていく必要があろう。これらの点で、

審議会において特定個人情報保護評価書につ

いて審議することには重要な意味がある。６ 

３ 開催回数の減少 

審議会の開催回数は、どの地方公共団体に

おいても減少していることは明らかである。

審議会の役割が制限されたために、諮問事項

がほとんどなくなり、議題が減った結果で、

予想されたことではあるが、審議会の役割が

大きく縮小されつつあることが感じられる。

諮問ができなくとも報告などの形で審議をよ

り活発にすることは可能であり、必要ではな

いかと思われ、今後の各地方公共団体、各審

議会の取り組みの姿勢が問われるところであ

る。 

４ 会議の持ち方、公開性  

議事録の公開度などについては大きな変化

はない模様であるが、審議する事項が減るこ

とにより、個人情報保護に関わる事業・政策

についての審議・議事録を通じての公開度は

低下することになろう。  

なお、新型コロナを機にウェブ会議を導入

するところが増え、新型コロナ終結後もウェ

ブ会議中心で運用される傾向がみられる。ウ

ェブ会議導入により、一般の傍聴者の傍聴に

支障が出るのではないかという不安がある。

審議会を傍聴する人は実際にはごく少数では

あるとしても、開かれた形で会議がもたれる

ことは重要である。神奈川県では、ウェブ会

議の場合でも、庁舎内で傍聴が可能な体制を

とっているようであり、同様の配慮は必要で

あろう。 

 ５ 別の審議機関による審議  

先行論文で提起した、「個人情報保護審議会

ではない別の機関を設置し、諮問する」こと

については、その様な機関を設置した例はな

いようである。しかし、地方公共団体内部で

検討するにあたり、当該地方公共団体の職員

になっている弁護士に意見を聞くことや、顧

問弁護士に意見を聞くことは、当該地方公共

団体自身の意思決定上の手続きであって、当

然是認されよう。そうであれば、例えば逗子

市の個人情報保護委員のような、助言機能を

持つ独任制の機関に意見を求めることは容認

されるであろう。「別の審議機関」と言ってし

まうと潜脱行為のような印象を与えるかもし

れないが、地方公共団体が自主的に判断する

うえで知見を得る方法については様々な可能

性があるのではないか。 

 

第第４４  結結語語 

 

条例改正後の個人情報保護審議会の実情を

知り、問題点を探り、今後の運用の在り方を

考察することを企図したが、対象となった地

方公共団体は限られていたし、改正条例施行

後 1年余りの期間の情報であり、限界があっ
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見募集及び審議会への諮問、重点項目評価書

については審議会に報告し意見を聴くこと、

基礎項目評価書については審議会に報告する

ことが定められている。これらは番号法に基

づく審議会の役割である。

各審議会の報告の中にも特定個人情報保護

評価についての取組みが散見される。特定個

人情報保護評価書は難解であり、十分な議論

ができないことが多いかもしれないが、この

仕組みが実効性あるものとして定着するため

には、地方公共団体の審議会における審議を

通じて個々の特定個人情報保護評価を充実さ

せるとともに、評価書について議論できる人

材を育てていく必要があろう。これらの点で、

審議会において特定個人情報保護評価書につ

いて審議することには重要な意味がある。６

３ 開催回数の減少

審議会の開催回数は、どの地方公共団体に

おいても減少していることは明らかである。

審議会の役割が制限されたために、諮問事項

がほとんどなくなり、議題が減った結果で、

予想されたことではあるが、審議会の役割が

大きく縮小されつつあることが感じられる。

諮問ができなくとも報告などの形で審議をよ

り活発にすることは可能であり、必要ではな

いかと思われ、今後の各地方公共団体、各審

議会の取り組みの姿勢が問われるところであ

る。

４ 会議の持ち方、公開性

議事録の公開度などについては大きな変化

はない模様であるが、審議する事項が減るこ

とにより、個人情報保護に関わる事業・政策

についての審議・議事録を通じての公開度は

低下することになろう。

なお、新型コロナを機にウェブ会議を導入

するところが増え、新型コロナ終結後もウェ

ブ会議中心で運用される傾向がみられる。ウ

ェブ会議導入により、一般の傍聴者の傍聴に

支障が出るのではないかという不安がある。

審議会を傍聴する人は実際にはごく少数では

あるとしても、開かれた形で会議がもたれる

ことは重要である。神奈川県では、ウェブ会

議の場合でも、庁舎内で傍聴が可能な体制を

とっているようであり、同様の配慮は必要で

あろう。

５ 別の審議機関による審議

先行論文で提起した、「個人情報保護審議会

ではない別の機関を設置し、諮問する」こと

については、その様な機関を設置した例はな

いようである。しかし、地方公共団体内部で

検討するにあたり、当該地方公共団体の職員

になっている弁護士に意見を聞くことや、顧

問弁護士に意見を聞くことは、当該地方公共

団体自身の意思決定上の手続きであって、当

然是認されよう。そうであれば、例えば逗子

市の個人情報保護委員のような、助言機能を

持つ独任制の機関に意見を求めることは容認

されるであろう。「別の審議機関」と言ってし

まうと潜脱行為のような印象を与えるかもし

れないが、地方公共団体が自主的に判断する

うえで知見を得る方法については様々な可能

性があるのではないか。

第第４４ 結結語語

条例改正後の個人情報保護審議会の実情を

知り、問題点を探り、今後の運用の在り方を

考察することを企図したが、対象となった地

方公共団体は限られていたし、改正条例施行

後 1年余りの期間の情報であり、限界があっ

た。当委員会の中での議論も十分にはできな

かった。しかし、審議会の委員をしていても

他の審議会の運用状況についての情報は多く

はなく、 それを共有する意義は大きいと思わ

れるため、現時点で一応の取りまとめをした。 

本稿を手掛かりに各審議会が主体的に運用

の在り方の改善に努めていただくことを願う

ものである。 

１ 先行論文は神奈川県弁護士会のウェブサ
イトから閲覧可能である。
２ 個人情報保護審議会についての一般的な
説明、令和 3年個人情報保護法改正の経緯及

び地方公共団体への影響については、先行論

文「第 1」、「第 3 2」を参照。また、その問

題点を指摘する文献として、日弁連情報問題

対策委員会編『個人情報保護法改正に自治体

はどう向き合うべきか』信山社ブックレット

（2022年）、「シンポジウム 個人情報保護法

改正を受けて自治体は条例改正にどう取り組

むか」神奈川法学 55巻 2号（2022年）があ

る。
３ このガイドラインの「許容されない」等の
表現は研究者らからも強く批判されている

（前掲信山社ブックレット 62から 67頁）。法

改正に至る国の検討会に関与した宍戸常寿教

授は、「検討会が議論した中で、地方の自由度

を最も狭める方向にきているという印象があ

る」と指摘している（同 67頁）。
４ 新日本法規「個人情報保護 管理・運用の

実務」（新日本法規、加除式）第 5章では、主

に条例改正前の時期の、諮問を受けた審議会

の答申が多数掲載されており、取り組みの状

況を知ることができる。
５ ガイドラインでは、法 129条の「特に必要

な場合」とは、個人情報保護制度の運用やそ

の在り方についてサイバーセキュリティに関

する知見等の専門的知見を有する者の意見も

踏まえた審議が必要であると合理的に判断さ

れる場合をいう、としている（70頁）。しか

し審議会の役割として「個人情報保護に関す

る施策を実施する場合で、地域の代表者や有

識者等からの意見を聴取することが特に必要

である場合」や「法施行条例の改正（法に委

任規定のあるもの等）に当たり、地域の代表

者や有識者等からの意見を聴取することが特

に必要である場合」を想定していることに照

らしても（Q&A7-1-1）、これは例示であって、

サイバーセキュリティなどの技術的な問題に

関する知見に限るものではない。
６ 神奈川県の審議会における特定個人情報
保護評価に関する論議を紹介するものとして、

森田明「マイナンバー制度をめぐる諸問題」

神奈川ロージャーナル 11号（2018年）。

21


